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本学会が主催する学術大会での発表 

筆頭および共同発表者は、発表内容に関連する企業や団体に関わる利益相反（COI）を開示する。 

開示すべき COI の範囲については、指針・細則の第 12 条を参照すること。 

開示すべき利益相反（COI）のない場合（過去 3 年間）（例） 

 

開示すべき利益相反（COI）のある場合（例） 

 

 




